
 

堺市監査委員公表第１５号 

 

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２年法 

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。 

 

令和８年４月１０日 

  

堺市監査委員  伊豆丸 精 二 

                                   同     大 林 健 二 

                                                 同       原   繭 子 

                                   同       澤   由 美 
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監査結果に基づく措置通知書  

 

監 査 の 種 類 
公の施設の指定管理者監査  

（堺市大仙公園日本庭園）  

監 査 実 施 期 間 令和 7 年 8 月 1 日  ～  令和 7 年 12 月 22 日  

措置を講じた部局等 
建設局  公園緑地部  大仙公園事務所  

指定管理者：大仙公園日本庭園管理グループ  

指  摘  事  項  等  措置内容  所管部課等  

３  事業報告書等について  

(1) 基本協定書において、指定管

理 者 は 、 事 業 報 告 書 に 収 支 状

況、利用料金の収入状況、自主

事業の実施・収支状況を記載す

ることとされているが、以下の

誤りがあった。  

  

 ア  利 用 料 金 の 収 入 状 況 に お

いて、事業報告書で年間入園

券 の 収 入 金 額 を 報 告 し て い

るが、四半期ごとに市に提出

し て い る 定 期 報 告 書 で 報 告

し て い る 金 額 と 異 な っ て い

るものがあった。  

また、年間入園券の発行枚

数 及 び 利 用 料 金 等 収 入 を 誤

って記載していた。  

年 間 入 園 券 の 収 入 金 額 の 誤

りについては、表計算ファイル

の 数 式 設 定 の 誤 り が 原 因 で し

た。それにより、年間入園券の

収 入 金 額 か ら 算 出 し た 年 間 入

園 券 の 発 行 枚 数 も 誤 っ て 記 載

してしまいました。  

また、利用料金等収入の記載

誤りについては、収支報告書の

金 額 を 正 し く 転 記 で き て い な

かったことが原因でした。  

御指摘を受け、直ちに表計算

フ ァ イ ル の 数 式 設 定 を 修 正 し

た後、令和 6 年度事業報告書を

修正し、令和 7 年 10 月 27 日に

市に提出しました。  

今後は、年間入園券の引換券

及び発行台帳、会計帳簿及び補

助簿を基に照合を実施し、併せ

て 表 計 算 フ ァ イ ル の 数 値 の 検

算を行い、記載内容に齟齬がな

い こ と を 業 務 責 任 者 及 び 事 務
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責任者が確認します。  

 

御指摘を受け、指定管理者に

よ る 表 計 算 フ ァ イ ル の 数 式 設

定の修正を確認した上で、令和

6 年度事業報告書の修正を指示

し、令和 7 年 10 月 27 日に受領

しました。  

今後は、指定管理者から提出

さ れ る 定 期 報 告 書 と 事 業 報 告

書 の 数 値 等 の 整 合 性 を 確 認 し

ます。  

 

 

 

大仙公園事務所  

イ  収支報告書において、施設

内 に 設 置 し て い る 自 動 販 売

機 に 係 る 電 気 代 を 自 主 事 業

の 費 用 と し て 計 上 す べ き と

ころ、指定管理業務の費用と

し て 計 上 し て い る も の が あ

った。  

電 気 代 は 指 定 管 理 業 務 の 口

座から一括して支払っており、

後日、自主事業に係る電気代を

自 主 事 業 の 口 座 か ら 指 定 管 理

業 務 の 口 座 へ 振 替 精 算 し て い

ましたが、自主事業に係る電気

代の数値を読み違えたため、振

込額に相違が生じたものです。 

御指摘を受け、令和 6 年度事

業報告書を修正し、令和 7 年 10

月 27 日に市に提出しました。  

今後は、振込の前後 2 回にわ

たり、業務責任者及び事務責任

者 が 相 互 に 金 額 照 合 を 行 う こ

とを徹底します。  

 

御指摘を受け、令和 6 年度事

業報告書の修正を指示し、令和

7 年 10 月 27 日に受領しました。 

指定管理者に対して、今後は

振込の際、振込額及び支出内容

のダブルチェックを行い、事務

処 理 を 強 化 す る よ う 指 導 し ま

した。  

 

指定管理者  
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４  管理運営について    

(1) 基本協定書において、指定管

理者は、あらかじめ市に第三者

へ の 一 部 業 務 委 託 承 認 申 請 書

により申請し、市の承認を得た

場合に限り、業務の一部を第三

者に委任し、又は請け負わせる

ことができるとされている。  

しかし、指定管理者は、ウェ

ブサイト等制作業務、ウェブサ

イト管理業務、一般廃棄物収集

運搬業務について、一部業務委

託の承認申請を行うことなく、

第三者に委託していた。  

 

ウェブサイト等制作業務、ウ

ェブサイト管理業務は、構成団

体 が 担 当 業 務 と し て 担 っ て お

り、代表団体は構成団体が直接

業 務 を 行 っ て い る と 認 識 し て

いました。また、構成団体は、

第 三 者 へ の 一 部 業 務 委 託 承 認

申 請 書 を 提 出 す る 必 要 が な い

と誤った認識をしていました。 

一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 に

ついては、前指定管理者から引

継ぎを受けた際に、委託契約を

締 結 す る 必 要 が あ る こ と を 認

識できておらず、第三者委託に

該 当 し な い と 判 断 し て い ま し

た。  

御指摘を受け、ウェブサイト

等制作業務、ウェブサイト管理

業 務 及 び 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬

業務については、令和 7 年 10 月

27 日に第三者への一部業務委

託承認申請書を市に提出し、令

和 7 年 10 月 28 日に承認を受け

ました。  

一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 務 に

ついては、令和 7 年 11 月 10 日

付けで、委託契約を締結しまし

た。  

今後は、代表団体が定期的に

構成団体の業務内容も確認し、

業 務 委 託 の 有 無 を 把 握 し た 上

で、必要に応じて一部業務委託

の 承 認 申 請 を 漏 れ な く 実 施 し

ます。  

 

御指摘を受け、速やかに第三

者 へ の 一 部 業 務 委 託 承 認 申 請

指定管理者  
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書を提出するよう指示し、令和

7 年 10 月 27 日にウェブサイト

等制作業務、ウェブサイト管理

業 務 及 び 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬

業 務 の 第 三 者 へ の 一 部 業 務 委

託承認申請書を受領し、令和 7

年 10 月 28 日に承認しました。 

今後は、指定管理者に対し、

基 本 協 定 書 の 内 容 を 改 め て 周

知した上で、業務委託に関する

事前確認を行い、同様の事案が

再発しないよう努めます。  

 

［ 指 定 管 理 者 が 購 入 し た 備 品 等

の取扱いについて（意見）］  

  

基本協定書において、指定管

理者は、任意に購入した備品等

（Ⅱ種）について帳簿等により

明 確 に 整 理 す る も の と さ れ て

いる。  

しかし、指定管理者が保有す

る 備 品 の う ち 一 部 は 備 品 一 覧

により整理されていたものの、

ノートパソコン（約 23 万円）等

に つ い て 備 品 一 覧 に 記 載 し て

いないものがあった。一方で、

備 品 一 覧 に は 比 較 的 低 額 な 物

品 が 記 載 さ れ て い る 例 も 見 受

けられ、統一的な取扱いがなさ

れていない状況であった。  

備 品 の 管 理 に 関 す る 取 扱 い

について、基準の整備等により

明確に整理し、適切に管理され

たい。  

 

当 指 定 管 理 業 務 の 備 品 の 管

理に当たっては、利用者への提

供・使用を主目的とするものを

備品等（Ⅱ種）として整理して

いましたが、事務用備品である

ノートパソコン等については、

対象外として取り扱うなど、備

品 管 理 の 目 的 が 曖 昧 な 状 況 と

なっていました。  

御意見を受け、市の備品管理

手 続 に 準 じ て 整 理 を 行 い ま し

た。また、備品等（Ⅱ種）の一

覧表を修正し、令和 7 年 10 月

27 日に市に提出しました。  

今後は、物品を購入する際に

は、今回整理した方法に基づい

て、備品の管理を行うように徹

底します。  

 

御意見を受け、指定管理者に

対 し 、 基 準 の 整 理 及 び 備 品 等

（Ⅱ種）の一覧表の修正を指示

し、令和 7 年 10 月 27 日に修正

指定管理者  
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した備品等（Ⅱ種）の一覧表を

受領しました。  

今後は、指定管理者が整理し

た取扱内容に基づき、適切な運

用を徹底するよう指導します。 

 


